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●
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係

条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例

　
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
の
施
行
に
伴
う
刑
法

の
一
部
改
正
に
伴
い
、
懲
役

及
び
禁
錮
の
刑
に
関
す
る
規

定
を
整
理
す
る
た
め
、
関
係

す
る
条
例
を
改
正
す
る
も
の
。

●
福
生
市
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
の
職
員
及
び
運
営
に

係
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
介
護
保
険
法
施
行
規
則
の

一
部
改
正
に
伴
い
、
福
生
市

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
職

員
の
員
数
の
基
準
に
関
す
る

規
定
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、

関
係
す
る
規
定
を
整
理
す
る

た
め
、
条
例
を
改
正
す
る
も

の
。

●
福
生
市
道
路
占
用
料
徴
収

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
　
東
京
都
道
路
占
用
料
等
徴

収
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
い
、

道
路
占
用
料
が
改
定
さ
れ
た

こ
と
か
ら
、
本
条
例
に
お
い

て
も
そ
れ
に
準
じ
て
道
路
占

用
料
の
額
を
改
定
す
る
も
の
。

●
福
生
市
営
住
宅
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

　
木
造
市
営
住
宅
の
取
り
壊

し
に
伴
い
、
戸
数
を
変
更
す

る
必
要
が
生
じ
た
こ
と
か
ら
、

条
例
を
改
正
す
る
も
の
。

●
令
和
６
年
度
福
生
市
一
般

会
計
補
正
予
算（

第
４
号）

　
歳
入
で
は
、
特
定
防
衛
施

設
周
辺
整
備
調
整
交
付
金
の

増
額
な
ど
、
歳
出
で
は
、
障

害
者
福
祉
費
、
保
育
所
運
営

委
託
料
な
ど
の
子
ど
も
育
成

費
や
生
活
保
護
費
な
ど
を
増

額
す
る
に
当
た
り
、
歳
入
歳

出
そ
れ
ぞ
れ
５
億
７
２
０
２

万
５
千
円
を
追
加
し
、
予
算

総
額
を
３
７
７
億
１
４
２
９

万
１
千
円
と
す
る
も
の
。

　
主
な
歳
入
は
、
国
有
提
供

施
設
等
所
在
市
町
村
助
成
交

付
金
等
の
交
付
額
が
確
定
し
、

６
７
４
万
６
千
円
減
額
の
合

計
額
17
億
３
７
１
４
万
１
千

円
で
、
前
年
度
比
０
．
４
％

の
減
。
国
庫
補
助
金
が
地
方

公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
標

準
化
事
務
に
係
る
デ
ジ
タ
ル

基
盤
改
革
支
援
補
助
金
や
交

付
額
の
確
定
に
伴
う
特
定
防

衛
施
設
周
辺
整
備
調
整
交
付

金
の
増
額
な
ど
で
２
億
１
８

５
２
万
８
千
円
。
都
負
担
金

が
障
害
者
福
祉
費
や
子
ど
も

育
成
費
な
ど
の
増
額
に
伴
う

都
の
負
担
分
で
５
３
４
５
万

１
千
円
。
ま
た
、
一
般
財
源

の
不
足
を
補
う
た
め
財
政
調

整
基
金
を
１
億
３
千
万
円
繰

り
入
れ
る
。

　
歳
出
で
は
、
社
会
福
祉
費

が
障
害
者
福
祉
費
の
自
立
支

援
医
療
事
務
及
び
介
護
及
び

訓
練
等
給
付
事
業
の
増
で
６

６
２
４
万
８
千
円
。
児
童
福

祉
費
が
子
ど
も
育
成
費
の
公

定
価
格
の
上
昇
を
見
込
ん
だ

こ
と
に
よ
る
保
育
所
運
営
委

託
料
及
び
認
定
こ
ど
も
園
施

設
型
給
付
費
の
増
や
保
育

所
・
幼
稚
園
等
物
価
高
騰
対

策
補
助
金
、
義
務
教
育
就
学

児
医
療
費
助
成
事
業
の
増
な

ど
で
２
億
７
７
５
万
７
千
円
。

生
活
保
護
費
が
主
に
生
活
扶

助
や
医
療
扶
助
の
増
に
よ
り

６
５
９
９
万
１
千
円
。

　
ま
た
、
中
学
校
防
音
機
能

復
旧（
復
機
）事
業
の
繰
越
明

許
費
や
、
総
合
行
政
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
更
新
委
託
や
自
立
相

談
支
援
業
務
委
託
な
ど
５
件

の
債
務
負
担
行
為
、
福
東
テ

ニ
ス
コ
ー
ト
人
工
芝
改
修
工

事
の
減
額
に
伴
う
地
方
債
の

変
更
を
行
う
も
の
。

●
福
生
市
一
般
職
の
任
期
付

職
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特

例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

　
東
京
都
の
給
与
改
定
に
準

じ
て
特
定
任
期
付
職
員
の
給

料
表
及
び
期
末
手
当
の
支
給

割
合
を
改
定
す
る
た
め
、
条

例
を
改
正
す
る
も
の
。

●
福
生
市
議
会
議
員
の
議
員

報
酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

　
市
議
会
議
員
に
支
給
す
る

期
末
手
当
の
支
給
割
合
を
改

定
す
る
と
と
も
に
、
令
和
６

年
12
月
期
の
期
末
手
当
の
支

給
割
合
の
特
例
を
定
め
る
た

め
、条
例
を
改
正
す
る
も
の
。

●
福
生
市
会
計
年
度
任
用
職

員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
東
京
都
の
給
与
改
定
に
準

じ
て
会
計
年
度
任
用
職
員
の

令
和
６
年
12
月
期
の
期
末
手

当
及
び
勤
勉
手
当
の
支
給
割

合
の
特
例
を
定
め
る
た
め
、

条
例
を
改
正
す
る
も
の
。

●
福
生
市
長
等
の
給
与
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

　
福
生
市
の
一
般
職
の
職
員

の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
よ

り
一
般
職
の
職
員
の
期
末
・

勤
勉
手
当
の
年
間
支
給
割
合

を
引
き
上
げ
る
の
と
同
様

に
、
市
長
等
に
支
給
す
る
期

末
手
当
の
支
給
割
合
を
改
定

す
る
と
と
も
に
、
令
和
６
年

12
月
期
に
支
給
す
る
期
末
手

当
の
支
給
割
合
の
特
例
を
定

め
る
た
め
、
条
例
を
改
正
す

る
も
の
。

●
福
生
市
の
一
般
職
の
職
員

の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
東
京
都
の
給
与
改
定
に
準

じ
て
一
般
職
の
職
員
の
期
末

手
当
及
び
勤
勉
手
当
の
支
給

割
合
並
び
に
給
料
表
を
改
定

す
る
と
と
も
に
、
令
和
６
年

12
月
期
の
期
末
手
当
及
び
勤

勉
手
当
の
支
給
割
合
の
特
例

を
定
め
る
た
め
、
関
係
す
る

二
つ
の
条
例
を
改
正
す
る
も

の
。

●
令
和
６
年
度
福
生
市
一
般

会
計
補
正
予
算（

第
５
号）

　
給
与
改
定
等
に
伴
う
職
員

人
件
費
や
会
計
年
度
任
用
職

員
手
当
の
増
額
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
接
種

を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
健
康

被
害
が
生
じ
た
方
に
医
療
手

当
等
の
給
付
金
を
給
付
す
る

に
当
た
り
、
歳
入
歳
出
そ
れ

ぞ
れ
１
億
４
５
８
２
万
２
千

円
を
追
加
し
、
予
算
総
額
を

３
７
８
億
６
０
１
１
万
３
千

円
と
す
る
も
の
。

　
主
な
歳
入
は
、
国
庫
負
担

金
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

予
防
接
種
健
康
被
害
給
付
費

負
担
金
１
４
７
２
万
７
千

円
。
会
計
年
度
任
用
職
員

可
決
等
さ
れ
た
案
件（
要
旨
）

可
決
等
さ
れ
た
案
件（
要
旨
）

討
　
論

討
　
論

　
結
論
の
付
い
た
陳
情
は
次
の
と
お
り
で
す
。

◆
不
採
択

○
指
定
管
理
者
の
疑
義
解
明
を
求
め
る
陳
情
書（
６
‐
７

号
）

（
不
採
択
理
由
）

　

指
定
管
理
者
制
度
を
適
正
に
運
用
し
て
お
り
、
疑
義
解

明
の
必
要
性
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
意
に
沿
い
難
い
。

○
開
発
道
路
の
疑
義
解
明
を
求
め
る
陳
情
書（
６
‐
８
号
）

（
不
採
択
理
由
）

　

陳
情
の
趣
旨
に
つ
い
て
、
福
生
市
で
は
適
正
に
扱
わ
れ

て
お
り
、
疑
義
を
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
意
に
沿
い
難
い
。

陳
　
情

陳
　
情

手
当
の
増
額
に
係
る
も
の

と
し
て
、
国
庫
補
助
金
が

１
万
２
千
円
と
委
託
金
が

15
万
６
千
円
。
都
補
助
金
が

主
に
会
計
年
度
任
用
職
員

手
当
の
増
額
に
係
る
も
の

と
し
て
８８
万
５
千
円
。
ま

た
、
一
般
財
源
の
不
足
を
補

う
た
め
財
政
調
整
基
金
を

１
億
３
千
万
円
繰
り
入
れ

る
。

　
歳
出
で
は
、
令
和
６
年
度

の
給
与
改
定
等
に
伴
い
、
議

会
費
か
ら
教
育
費
に
お
い
て

そ
れ
ぞ
れ
職
員
人
件
費
、
会

計
年
度
任
用
職
員
手
当
を
増

額
。
ま
た
、
そ
れ
に
伴
い

会
計
年
度
任
用
職
員
等
社

会
保
険
料
も
増
額
し
、
合

計
１
億
３
４
５
９
万
２
千

円
。
令
和
６
年
度
の
給
与
改

定
は
、
一
般
職
の
給
料
表
は

平
均
２
・
92
％
の
プ
ラ
ス
改

定
と
な
り
、
特
別
給
の
支
給

月
数
は
現
行
の
４
・
65
か

月
か
ら
４
・
８5
か
月
に
０
・

２
か
月
の
引
き
上
げ
。
再
任

用
職
員
は
２
・
45
か
月
か
ら

２
・
55
か
月
に
０・
１
か
月

の
引
き
上
げ
。
ま
た
、
市
長

等
の
三
役
の
特
別
職
の
期
末

手
当
、
市
議
会
議
員
の
期
末

手
当
、
会
計
年
度
任
用
職
員

の
期
末
勤
勉
手
当
に
つ
い

て
も
そ
れ
ぞ
れ
一
般
職
と

同
様
の
引
き
上
げ
。
保
健

衛
生
費
の
補
正
額
の
う
ち

１
４
７
２
万
７
千
円
は
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ

ン
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
で

あ
る
と
国
が
認
定
し
た
対
象

者
に
対
し
、
医
療
手
当
等
を

健
康
被
害
救
済
給
付
金
と
し

て
給
付
す
る
も
の
。

●
人
権
擁
護
委
員
候
補
者
の

推
薦
に
関
す
る
意
見
聴
取
に

つ
い
て

　
任
期
満
了
と
な
る
島
田
し

の
ぶ
氏
を
引
き
続
き
人
権
擁

護
委
員
と
し
て
法
務
大
臣
に

推
薦
す
る
こ
と
に
異
議
な
い

旨
を
答
申
す
る
も
の
。

●
福
生
市
議
会
の
個
人
情
報

の
保
護
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

　
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
の
施
行
に
伴
う
刑
法

の
一
部
改
正
に
伴
い
、
懲
役

及
び
禁
固
の
刑
に
関
す
る
規

定
を
整
理
す
る
た
め
、
条
例

を
改
正
す
る
も
の
。

●
福
生
市
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
の
選
挙

　
議
会
の
選
挙
に
よ
り
、
岩

﨑
澄
雄
氏
、
原
紀
子
氏
、
春

日
葊
信
氏
、
西
敏
彦
氏
の
４

名
を
選
出
。（
指
名
推
薦
）

●
福
生
市
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
補
充
員
の
選
挙

　
議
会
の
選
挙
に
よ
り
、
早

田
大
作
氏
、厚
谷
ま
ゆ
み
氏
、

塚
原
悦
子
氏
、
山
﨑
源
太
氏

の
４
名
を
選
出
。（
指
名
推

薦
）

●
福
生
市
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

反
対

　
こ
の
条
例
改
正
は
、
人
事
院
勧
告
を
踏
ま
え
、
一
般
職
の
職

員
の
給
与
改
定
に
併
せ
て
市
議
会
議
員
に
支
給
す
る
期
末
手
当

の
支
給
割
合
を
引
き
上
げ
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
議
員
報
酬

や
特
別
職
の
給
料
に
つ
い
て
は
福
生
市
特
別
職
報
酬
等
審
議
会

に
て
審
査
、
勧
告
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て

い
る
が
、
期
末
手
当
に
つ
い
て
は
そ
の
対
象
に
含
ま
れ
て
い
な

い
た
め
、
多
く
の
市
民
が
苦
し
い
生
活
状
況
に
あ
る
中
で
、
市

民
の
代
表
で
あ
る
我
々
議
員
の
期
末
手
当
を
今
上
げ
る
こ
と
に

関
し
て
は
、
市
民
の
理
解
が
得
ら
れ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ

と
。

　
一
方
で
、
議
員
報
酬
が
現
状
で
十
分
だ
と
認
識
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
く
、
若
者
世
代
が
立
候
補
し
よ
う
と
思
う
に
は
不
十

分
な
水
準
だ
と
考
え
て
お
り
、
一
日
も
早
く
市
民
全
体
の
暮
ら

し
が
向
上
し
、
堂
々
と
引
き
上
げ
を
審
議
で
き
る
よ
う
に
す

る
た
め
に
は
、
市
民
の
暮
ら
し
を
守
る
市
政
の
充
実
に
努
力
す

る
必
要
が
あ
り
、
何
よ
り
大
き
な
責
任
を
持
つ
国
政
に
お
い
て
、

市
民
の
暮
ら
し
に
優
し
い
政
治
に
転
換
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
案
に
反
対
す
る
。

反
対

　
議
員
報
酬
は
、
市
民
の
貴
重
な
税
金
で
賄
わ
れ
て
お
り
、
報

酬
の
増
額
は
市
民
の
理
解
と
信
頼
を
得
る
に
は
、
時
期
尚
早
だ

と
考
え
て
い
る
こ
と
。

　
物
価
高
騰
や
経
済
の
不
安
定
化
に
よ
り
、
市
民
の
生
活
は
大

変
厳
し
く
、
特
に
中
小
企
業
や
家
庭
は
増
大
す
る
コ
ス
ト
に
直

面
し
、
多
く
の
市
民
が
生
活
の
や
り
く
り
に
苦
労
し
て
い
る
こ

と
。

　
市
民
が
苦
し
い
と
き
に
こ
そ
、
政
治
家
は
率
先
し
て
身
を
切

る
姿
勢
を
示
す
べ
き
で
、
市
民
の
代
表
で
あ
る
政
治
家
は
、
市

民
の
生
活
の
向
上
が
明
ら
か
に
な
る
ま
で
は
報
酬
の
引
き
上
げ

を
行
う
べ
き
で
は
な
く
、
本
市
の
財
政
は
依
然
と
し
て
厳
し
い

状
況
で
あ
る
と
理
解
し
て
お
り
、
限
ら
れ
た
財
源
は
教
育
、
福

祉
、
イ
ン
フ
ラ
整
備
と
い
っ
た
市
民
生
活
に
直
結
す
る
課
題
に

最
優
先
し
て
活
用
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
。

　
報
酬
引
き
上
げ
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
人
事
院
勧
告
は
、
団

体
交
渉
権
や
ス
ト
ラ
イ
キ
権
が
制
限
さ
れ
る
公
務
員
の
た
め
に

設
置
さ
れ
た
制
度
で
あ
り
、
そ
れ
が
政
治
家
に
適
用
さ
れ
る
正

当
性
は
大
変
乏
し
い
と
考
え
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
本
案
に

反
対
す
る
。


